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   ○国立大学法人宮崎大学懲戒審査委員会規程 
 

                    平成 23 年３月 30 日 
制            定 

改正 令和４年９月30日 令和６年３月29日 

 

                        
 （目的） 
第１条  この規程は、国立大学法人宮崎大学職員懲戒等規程（以下「懲戒規程」という。）第５条
第５項の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学懲戒審査委員会（以下「懲戒審査委員会」という。）
の審査に関し必要な事項を定める。 

 
 （諮問事項） 
第２条 国立大学法人宮崎大学の大学教育職員以外の職員を懲戒する必要がある場合は、懲戒審査 
委員会に、次の事項を諮問するものとする。 

 (1) 懲戒事由に該当する事実の存否及び内容 
 (2) 懲戒を行うことの当否 
 (3) 懲戒の内容及びこれに対する意見 
 (4) その他懲戒に係る必要事項 
 
 （職務） 
第３条 懲戒審査委員会は、前条により諮問があった場合、速やかに審査し、学長に審査結果を文 
書で報告するものとする。 

 
 （組織） 
第４条 懲戒審査委員会は、次の委員をもって組織する。 
 (1) 総務担当理事 
 (2) 企画総務部長 
 (3) 学部長、研究科長、学び・学生支援機構長、研究・産学地域連携推進機構長、国際連携機構

長、先端研究推進本部の下に置く各センターの長又はＩＲセンター長のうちから学長が指名す
る者１人 

 (4) その他学長が必要と認めた者 
２ 前項第３号から第４号までの委員の任期は、懲戒審査委員会が組織された日から当該事案が終 
了した日までの間とする。 

 
 （委員長） 
第５条 懲戒審査委員会に委員長を置き、総務担当理事をもって充てる。 
２ 委員長は、懲戒審査委員会を招集し、その議長となる。 
３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 
 
 （議事） 
第６条 懲戒審査委員会は、委員の過半数の出席により成立する。 
２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
 
 （事務） 
第７条 懲戒審査委員会の事務は、企画総務部人事課において処理する。 
 
 （その他） 
第８条 この規程に定めるもののほか、懲戒審査委員会に関し必要な事項は、懲戒審査委員会が別 
に定める。 

 
   附 則 
 この規程は、平成 23 年３月 30 日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、令和４年 10 月 1 日から施行する。 
 
   附 則 
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 この規程は、令和６年４月 1 日から施行する。 
 


